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熊本県告示第５２６号 
 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により指定障害
福祉サービス事業者として次の者を指定したので、同法第５１条の規定により公示する。 
  平成２２年５月７日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

事業所の名称及び所 

在地 

事業者の名称、主 

たる事務所の所在

地及び代表者の氏

名 

指定年月日 事業所番号 サービスの

種類 

就労支援センターす

まいる 

菊池郡大津町大林１

０２７番地 

ＮＰＯ法人障がい

者支援の会すまい

る 

菊池郡大津町大林

１０２７番地 

伊藤 智佳子 

 

平成２２年 

５月１日 

4312210166 自立訓練 

（生活訓 

練） 

就労移行支

援 

 
 
 

第１１９０５号 

平成 22 年 5 月 7 日(金)

（毎週 火･金発行） 

 告  示 



 平成 22 年 5 月 7日 金曜     熊 本 県 公 報          第１１９０５号 2 

熊本県告示第５２７号 
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により指定居宅サー
ビス事業者を次のとおり指定したので、同法第７８条の規定により公示する。 
  平成２２年５月７日 
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
  （訪問看護） 

事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 

しらゆり訪問看護事業所 

熊本市本山一丁目６番１５号 

フラワーケアライフ株式

会社 

平成２２年５月１０日 

 
 
熊本県告示第５２８号                                                         
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により指定介護予防
サービス事業者を次のとおり指定したので、同法第１１５条の１０の規定により公示する。 
    平成２２年５月７日                                                       
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
  （介護予防訪問看護）                                                      

事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 

しらゆり訪問看護事業所 

熊本市本山一丁目６番１５号 

フラワーケアライフ株式

会社 

平成２２年５月１０日 

 
 
熊本県告示第５２９号 
  家畜改良増殖法（昭和２５年法律第２０９号）第４条第１項第２号の規定により臨時種
畜検査を次のとおり実施するので、家畜改良増殖法施行規則（昭和２５年農林省令第９６
号）第２条第２項の規定により公表する。 
  平成２２年５月７日 
                                                熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 実施の目的 

優良な種畜を確保し、家畜の改良増殖を促進するため 
２ 検査対象 

家畜改良増殖法第４条に規定する馬 
３  検査の期日及び場所 

検 査 日 時 間 場 所 

 平成２２年５月３１日（月）  午後２時から  エルパティオ牧場 

 （阿蘇市一の宮町） 
 

 
熊本県告示第５３０号 
 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、次のように保 
安林の指定をする。 
  平成２２年５月７日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 保安林の所在場所 熊本県天草市天草町高浜南字牧ノ平１８２２番２、１８２３番、 
 １８２５番、１８２６番、１８２８番、１８２９番、１８５４番２、１８５６番、１８ 
 ５８番、１８６０番から１８６２番まで、１８６３番１、１８６３番３、１８６８番２、 
 １８７０番 
２ 指定の目的 土砂の流出の防備 
３ 指定施業要件 
 （１） 立木の伐採の方法 
  ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 
    字牧ノ平１８２５番・１８２６番・１８５６番・１８５８番・１８６０番から１ 
   ８６２番まで・１８６３番１・１８６３番３（以上９筆について次の図に示す部分 
   に限る。） 
  イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 
  ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
 （２） 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 
 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県農林水産 
部森林保全課及び熊本県天草地域振興局並びに天草市役所に備え置いて縦覧に供する。） 
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熊本県告示第５３１号 
 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、次のように保 
安林の指定をする。 
  平成２２年５月７日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 保安林の所在場所 熊本県上天草市姫戸町姫浦字京塚４６７３番１、４６７３番２、 
 字里４６８７番４、４６８７番５、４６８８番１、４６８８番２、４６８９番１、４６ 
 ８９番４ 
２ 指定の目的 土砂の流出の防備 
３ 指定施業要件 
 （１） 立木の伐採の方法 
  ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 
    字里４６８８番２、４６８９番４ 
  イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 
  ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
 （２） 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 
 （「次のとおり」は、省略し、その関係書類を熊本県農林水産部森林保全課及び熊本県 
天草地域振興局並びに上天草市役所に備え置いて縦覧に供する。） 
 
 
 
 
 
熊本県公告第２４９号  
 提案公募方式で業務委託の受託者を選定するので、次のとおり公告する。 
  平成２２年５月７日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 委託する業務の概要 
  （１）業務名 
    平成２２年度子育て女性のための再就職支援プログラム業務（以下「業務」とい 
   う。） 
 （２）業務内容 
   ア 再就職準備セミナー（３日間）の運営 
     求職活動対策他、再就職に資する内容のセミナー 
     イのコンサルティングの説明、準備等 
   イ くまもと県民交流館しごと相談・支援センター（以下「センター」という。） 
    における再就職を希望する子育て女性への就職支援を目的とした個別キャリアコ 
    ンサルティングの実施 
     参加者１人につき２時間程度（１回当たり１時間程度） 
   ウ アンケートの実施及び取りまとめ 
     エ 就職状況等に関する追跡調査の実施 
   オ その他、上記業務の実施のために必要な業務 
     対象者の募集を２回行うものとし、１回の募集につき、参加者の定員は２０人 
    とする。 
     なお、業務内容等の詳細については、別途配布する平成２２年度子育て女性の 
    ための再就職支援プログラム事業業務委託に係る企画提案募集要項及び平成２２ 
    年度子育て女性のための再就職支援プログラム事業業務委託仕様書（以下「募集 
    要項等」という。）による。 
  （３）委託期間 
    契約の日から平成２３年３月２５日（金）まで 
２ 企画コンペ参加希望者の要件 
  企画コンペに参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たす団体とする。 
 （１）団体に関する要件 
    ア  法人格の有無は問わないが、団体としての活動実績が１年以上あること。 
     イ アの活動実績を報告書として提出できること。 
   ウ  業務についての守秘義務を遵守できること。 
   エ 次のいずれの事項にも該当しないこと。 
   （ア）宗教活動又は政治活動を主たる目的とした団体 
   （イ）特定の公職者（候補者を含む。）又は政党を推薦、支持、反対することを目 
       的とした団体 
   （ウ）暴力団又は暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体 
   オ その他、県との協議に柔軟、真摯に対応できること。 
 （２）人員に関する要件 
    団体にキャリアコンサルティング等を行う者（以下「コンサルタント」という。） 
   が３人以上在籍することとし、次のアの要件を満たすこと。また、そのうち少なく 
   とも３人のコンサルタントはアの要件に加えてイの要件も満たすこと。 

 公  告 
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   ア 厚生労働省キャリア形成促進助成金（職業能力評価推進給付金）の対象となる 
    キャリア・コンサルタント能力評価試験等に合格した者であること。 
     イ センター若しくはその他の機関において、キャリアコンサルティングの経験が 
    年間３０ケース以上あること。 
３ 募集要項等の配布 
 （１）配布期間 
    平成２２年５月７日（金）から５月１４日（金）までの午前９時から午後５時ま 
   で（土日を除く。） 
 （２）配布場所 
    熊本市手取本町８－９ テトリアくまもとビル９階 
    くまもと県民交流館しごと相談・支援センター 
     （電話０９６－３５５－４３０９） 
４ 受託者の選定方法 
  応募書と企画コンペ（プレゼンテーション）により選定する。 
５ 評価方法 
    評価の対象となる項目は、団体等に関する評価、企画内容に関する評価及び見積価格 
 に関する評価の３項目とする。団体等に関する評価は、資格、実績等、定量化が可能な 
 項目について採点する（配点３０点満点）。企画内容に関する評価では、応募書類、プ 
 レゼンテーション結果に基づき採点する（配点４０点満点）。見積価格に関する評価は、 
 見積価格に基づき評価点を算出し、採点する（配点３０点満点）。 
６ 応募書類の提出 
  平成２２年５月２１日（金）午後５時までに所定の様式により応募書類を「８ 問い 
 合わせ先」記載のセンターに提出するものとする。（持参の場合は土日を除く。） 
７ 企画コンペ（プレゼンテーション）の実施 
 （１）日時 
    平成２２年５月２８日（金）午後１時３０分から午後５時までの間の３０分間程 
   度（応募者数によって変更の可能性あり） 
 （２）場所 
       熊本市手取本町８－９ テトリアくまもとビル９階 
    熊本県くまもと県民交流館パレア 会議室２ 
    詳細については、別途配布する募集要項等による。 
８ 問い合わせ先 
  熊本市手取本町８－９ テトリアくまもとビル９階 
  くまもと県民交流館しごと相談・支援センター 
  （電話０９６－３５５－４３０９） 

 
 
熊本県公告第２５０号 
 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定に基づき、県営菊
池東部地区土地改良事業（暗渠排水）の計画を変更したので、同条第６項において準用す
る同法第８７条第５項の規定に基づき公告し、土地改良事業計画書の写しを次のように縦
覧に供する。 
 この土地改良事業計画につき異議のあるものは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して
１５日以内に異議申立てをすることができる。 
  平成２２年５月７日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 縦覧に供する書類 

変更後の県営菊池東部地区土地改良事業（暗渠排水）計画書の写し 
２ 縦覧期間 

平成２２年５月１０日から平成２２年６月４日まで 
３ 縦覧場所 

菊池市役所 
 

 
熊本県公告第２５１号 
 菊池郡大津町に事務所を置く錦野土地改良区の役員が次のとおり退任及び就任した旨の
届出があったので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定に
より公告する。                                 
  平成２２年５月７日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫   

 役職名     氏   名    住  所 

 退任   

  理事 

    

 就任 

   理事 

 

  中野 義一 

   

 

  古庄 敏昭 

 

  菊池郡大津町大字外牧３５０番地 

  

 

 菊池郡大津町大字外牧３８２番地 
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熊本県公告第２５２号 
 菊池市に事務所を置く菊池台地用水土地改良区の役員が次のとおり退任及び就任した旨
の届出があったので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定
により公告する。                                 
  平成２２年５月７日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫   

 役職名     氏   名    住  所 

 退任   

  理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   監事 

   監事 

   監事 

   監事 

 

  上野 英二 

  中山 英俊 

  宮本 和人 

  安武 俊右 

  中村 輝雄 

  中山 公博 

  坂本 咲栄樹 

  本田 一臣 

  中嶋 鐡夫 

  木永 誠一 

  末永 泰博 

  齋藤 登 

  平井 順一 

  平井 正剛 

  前田 博文 

  澤田 公俊 

  福村 三男 

  中嶋 憲正 

  家入 勲 

  大住 清昭 

  藤井 修一 

  西口 陽二郎 

  吉本 政幸 

  高本 信男 

  菊川 實 

 

  菊池市袈裟尾５９６番地 

  菊池市木柑子３４９番地１ 

  菊池市七城町亀尾５７番地 

  菊池市旭志伊萩６５６番地 

  菊池市旭志麓１５００番地１ 

  菊池市泗水町福本１３５１番地２ 

  菊池市泗水町田島１５７４番地 

  菊池郡大津町４１７番地 

  合志市幾久富９１４番地 

  合志市上庄１１７７番地 

  合志市合生２３３２番地 

  山鹿市方保田１７４４番地１ 

  山鹿市菊鹿町池永４０２番地 

  山鹿市鹿本町御宇田２０２３番地 

  山鹿市鹿央町広３９８２番地 

  熊本市植木町古閑１１６３番地 

  菊池市隈府４７３番地３１ 

  山鹿市鹿本町石渕５９３番地 

  菊池郡大津町大津８４６番地 

  合志市野々島３２４７番地 

  熊本市植木町一木６７０番地１２ 

  菊池市七城町砂田１０８９番地 

  山鹿市鹿央町千田８５８番地 

  菊池市隈府９４６番地１８ 

  熊本市植木町広住５７７番地４ 

 

 就任   

  理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

 

 

  上野 英二 

  宮川 隆 

  村上 隆男 

  山代 正治 

  中尾 正弘 

  吉井 正剛 

  福嶋 俊一 

  本田 一臣 

  稲倉 隆夫 

  緒方 實 

  高島 一久 

  奥村 齋 

  元田 初男 

  財津 公明 

  前田 博文 

  高宗 徳雄 

  福村 三男 

 

 

  菊池市袈裟尾５９６番地 

  菊池市森北１５２４番地 

  菊池市七城町台６１番地 

  菊池市旭志伊萩５５３番地 

  菊池市旭志伊坂２２４番地 

  菊池市泗水町永３３７７番地 

  菊池市泗水町南田島１０９０番地１ 

  菊池郡大津町杉水３０３番地 

  合志市豊岡２４０４番地 

  合志市福原２１２６番地 

  合志市野々島３０３９番地 

  山鹿市方保田４０番地 

  山鹿市菊鹿町松尾１２１３番地 

  山鹿市鹿本町御宇田１９６８番地 

  山鹿市鹿央町広３９８２番地 

  熊本市植木町清水１９７２番地１ 

  菊池市隈府４７３番地３１ 
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   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   監事 

   監事 

   監事 

   監事 

  中嶋 憲正 

  家入 勲 

  大住 清昭 

  藤井 修一 

  栗原 康敏 

  永田 光雄 

  吉本 政幸 

  上田 義春 

  山鹿市鹿本町石渕５９３番地 

  菊池郡大津町大津８４６番地 

  合志市野々島３２４７番地 

  熊本市植木町一木６７０番地１２ 

  菊池市七城町加恵１７８番地３ 

  菊池郡大津町矢護川３０１４番地２ 

  山鹿市鹿央町千田８５８番地 

  熊本市植木町古閑１２１０番地１ 
 

 
熊本県公告第２５３号               
 玉名郡和水町に事務所を置く清算法人菊水町土地改良区の役員が次のとおり退任した旨
の届出があったので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定
により公告する。 
  平成２２年５月７日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫   

  氏  名            住  所 

 前淵 治 

 水上 節雄 

 益永 静守 

 坂本 直士 

 深草 了之 

 松井 征剛 

  玉名郡和水町用木１７５２番地３ 

  玉名郡和水町蜻浦１４０番地３ 

  玉名郡和水町瀬川９０７番地２ 

  玉名郡和水町原口１２５０番地 

  玉名郡和水町久井原２４８５番地 

  玉名郡和水町焼米９１６番地２ 
 

 
熊本県公告第２５４号 
 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定による道路の位
置の指定を次のとおり行った。 
    平成２２年５月７日 
                                                熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 築造者の住所 菊池郡菊陽町大字原水３５２０番地 
２ 築造者の氏名 高木博美 
３ 道路の位置 菊池郡大津町大字室字南出口１１３７番２の一部、同１１３７番３、同 
        １１３８番２の一部、同１１３９番３及び里道 
４ 道路の幅員 ４．００から５．７３メートルまで 
５ 道路の延長 ３４．０３メートル 
６ 指定年月日 平成２２年３月３１日 
７ 指定番号 熊本県指令菊池景建第１６７号 

 
 
熊本県公告第２５５号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２０条第１項の規定による都市計画の図書
の写しの送付を受けたので、同条第２項の規定により次のとおり公衆の縦覧に供する。 
    平成２２年５月７日 
                                           熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 都市計画の種類 
    熊本都市計画地区計画（原水工業団地地区計画） 
２ 都市計画の図書の写しの縦覧場所 
  熊本県土木部都市計画課 

 
 
熊本県公告第２５６号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２０条第１項の規定による都市計画の図書
の写しの送付を受けたので、同条第２項の規定により次のとおり公衆の縦覧に供する。 
    平成２２年５月７日 
                                           熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 都市計画の種類 
    熊本都市計画地区計画（南方上地区計画） 
２ 都市計画の図書の写しの縦覧場所 
  熊本県土木部都市計画課 
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熊本県公告第２５７号 
 県有財産を次のとおり売却する。 
  平成２２年５月７日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 物件の表示 
    第１号物件     
   熊本市京塚本町１８０７番１１ 
     土地 宅地  ２４４．３３平方メートル 
   最低売却価格２０，４００，０００円 
    第２号物件     
   熊本市京塚本町１８０７番４０ 
     土地 宅地  ２４９．３９平方メートル 
   最低売却価格２１，３００，０００円 
    第３号物件     
   熊本市京塚本町１８０７番１６ 
     土地 宅地  ２３６．８９平方メートル 
   最低売却価格１９，８００，０００円 
    第４号物件     
   熊本市京塚本町１７６６番２ 
     土地 宅地  １５５．８３平方メートル 
   最低売却価格１３，６００，０００円 
    第５号物件     
   熊本市京塚本町１７６６番２３ 
     土地 宅地  １５５．３８平方メートル 
   最低売却価格１４，２００，０００円 
  
２ 入札参加資格 
    次のいずれかに該当する者は、この入札に参加できない。 
 （１）当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 
 （２）破産者で復権を得ない者 
 （３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項各号に掲げ 
   る者で、当該各号に該当する事実があった後３年を経過していないもの 
 （４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２ 
   条第２号に規定する暴力団等であるとして熊本県警察本部から排除要請があった者 
３ 入札参加要領・契約条項を示す場所 
    熊本市水前寺六丁目１８番１号 熊本県総務部管財課 ０９６－３３３－２１２２ 
４ 入札期日及び場所 
    第１号物件 平成２２年６月２４日（木） 午前１０時 
  第２号物件 平成２２年６月２４日（木） 午前１１時 
    第３号物件 平成２２年６月２４日（木） 午後１時３０分 
  第４号物件 平成２２年６月２５日（金） 午前１０時 
  第５号物件 平成２２年６月２５日（金） 午前１１時 
  熊本市水前寺六丁目１８番１号 熊本県庁行政棟本館地下１階 監理課入札室 
５ 開札期日 入札終了後即時 
６ 入札参加申込書 
  入札に参加しようとする者は、次により所定の入札参加申込書等を提出しなければな 
 らない。 
 （１）提出方法 持参又は郵送による。 
 （２）提出期限 平成２２年６月１６日（水）午後５時 
               （郵送の場合は提出期限までに必着） 
 （３）提出先 熊本市水前寺六丁目１８番１号 熊本県総務部管財課 
７ 入札保証金 
  入札に参加しようとする者は、入札金額の１００分の５以上の金額を入札保証金とし

て納付するものとする。この場合において、納付は、現金又は銀行が振り出し、若しく
は支払保証をした小切手により行わなければならない。なお、入札保証金は、落札者が
契約を締結しないときは、熊本県に帰属する。 

８ 契約締結期限 
    第１号物件、第２号物件及び第３号物件 平成２２年７月７日（水）午後５時 
  第４号物件及び第５号物件 平成２２年７月８日（木）午後５時 
９ 契約保証金 
    契約しようとする者は、契約金額の１００分の１０以上の金額を契約と同時に契約保 
 証金として納付するものとする。この場合において、納付は、現金又は銀行が振り出し、 
 若しくは支払保証をした小切手により行わなければならない。 
１０ その他 
 （１）売買代金納入期限 契約締結日から３０日以内 
 （２）契約締結場所 別途指定する。 
 （３）入札参加者は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、地方自治法施行令、熊 
   本県財産条例（昭和３９年熊本県条例第２３号）、熊本県会計規則（昭和６０年熊 
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   本県規則第１１号）、入札参加要領等を承知のうえ、入札するものとする。 
 （４）問い合わせ先 
        熊本県総務部管財課（電話０９６－３３３－２１２２） 

 
 
熊本県公告第２５８号 
  建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条の２の規定に基づき、建設業者の営業
所の所在地又は建設業者の所在を確知できないので、次のとおり公告する。 
  なお、営業所の移転等により当該地以外で営業を行っている者は、公告の日から３０日
以内に申し出られたい。 
    平成２２年５月７日 
                                                熊本県知事  蒲 島 郁 夫    
１  営業所の所在地又は建設業者の所在が確知できない業者の商号又は名称、主たる営業 
 所の所在地、代表者の氏名及び許可番号 
 （１）株式会社新和 
    熊本市花園５－４－２４ 
    代表取締役 山口 和久 
    熊本県知事許可（般、特－１９）第０１１５８号 
 （２）森尾塗装 
    熊本市九品寺５－１４－３４ 
    代表 森尾 修 
      熊本県知事許可（般－１７）第０６１２０号 
 （３）有限会社堀本土木 
    八代市豊原下町４４２３ 
    代表取締役 堀本 里美 
    熊本県知事許可（般－１８）第０７３００号 
 （４）光進電気工事株式会社 
    熊本市小山２－４－４０ 
    代表取締役 酒井 光明 
    熊本県知事許可（般－１７）第１２３７８号 
 （５）株式会社新響栄社 
    熊本市健軍４－１－５                    
    代表取締役 島村 宜和 
    熊本県知事許可（般－１７）第１２６６３号 
 （６）株式会社三和開発 
    熊本市花園５－４－２４ 
    代表取締役 山口 和久 
    熊本県知事許可（般－１８）第１３０２８号 
 （７）有限会社エクシオ平島 
    熊本市八王寺町１６－４８ 
    代表取締役 平島 冨士雄 
    熊本県知事許可（般－１７）第１５０２８号 
 （８）有限会社サンライト 
    熊本市龍田町弓削６４６－６７ 
    代表取締役 佐藤 幸男 
    熊本県知事許可（般－１７）第１５０４７号 
 （９）有限会社中生建設 
    熊本市新南部５－５－５１ 
    代表取締役 中村 勲 
    熊本県知事許可（般－１８）第１５１２７号 
（１０）株式会社都技建 
    熊本市大窪５－５－３４ 
    代表取締役 都甲 厚雪 
    熊本県知事許可（般－１９）第１５３８５号 
（１１）有限会社岩本組 
    熊本市健軍３－３７－８ 
    代表取締役 岩本 正一 
    熊本県知事許可（般－１９）第１５３９６号 
（１２）有限会社五色工房 
    熊本市小山２－４－２１ 
    代表取締役 山本 五井 
    熊本県知事許可（般－１７）第１６０３３号 
２ 申出先 
   熊本県土木部監理課 
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熊本県防災会議公告第３号 
熊本県石油コンビナート等防災本部公告第２号 
熊本県水防協議会公告第２号 
 熊本県防災会議、熊本県石油コンビナート等防災本部及び熊本県水防協議会の合同会議
を、次のとおり開催する。 
 なお、当該会議の傍聴手続は、次のとおり。 
  平成２２年５月７日 
          熊本県防災会議会長           蒲 島 郁 夫 
          熊本県石油コンビナート等防災本部本部長  蒲 島 郁 夫 
          熊本県水防協議会会長                    蒲 島 郁 夫 
１ 開催日時 
  平成２２年５月１８日（火） 
  午前１０時から 
２ 開催場所 
  熊本県庁地下大会議室 
３ 内容 
  （１）審議事項 
   ア 熊本県地域防災計画修正案について 
   イ 熊本県石油コンビナート等防災計画修正案について 
   ウ 熊本県水防計画修正案について 
   エ 質疑 
 （２）ＮＴＴ西日本熊本支店の防災に関する取組について（仮題） 
  （３）梅雨期の見通しについて 
４ 傍聴人の定員 
  ２０人 
５ 傍聴手続 
  （１）傍聴希望者は、会議の開催予定時刻までに、当該会議の会場において、会議の会 
   長の許可を受けたうえで、会議の会場に入ることができる。 
  （２）傍聴の手続は、先着順で行い、定員になり次第終了する。 
６ 問い合わせ先 
  熊本県熊本市水前寺六丁目１８番１号 
  熊本県防災会議事務局（熊本県総務部危機管理・防災消防総室） 
  （電話０９６－３３３－２１１５） 

 
 
熊本県国民保護協議会公告第１号 
 熊本県国民保護協議会を、次のとおり開催する。 
 なお、当該会議の傍聴手続は、次のとおり。 
  平成２２年５月７日 
                 熊本県国民保護協議会会長 蒲 島 郁 夫    
１ 開催日時 

平成２２年５月１８日（火） 
午前１１時から 

２ 開催場所 
熊本県庁地下大会議室 

３ 内容 
  （１）報告事項 
   ア 熊本県国民保護計画の変更について 
   イ 平成２１年度の取組及び平成２２年度の計画について 
  （２）有事における国民の保護のための日赤の対応について 
４ 傍聴者の定員 
  ２０人 
５ 傍聴手続 
  （１）傍聴希望者は、会議の開催予定時刻までに、当該会議の会場において、会議の会 
   長の許可を受けたうえで、会議の会場に入ることができる。 
  （２）傍聴の手続は、先着順で行い、定員になり次第終了する。 
６ 問い合わせ先 

熊本県熊本市水前寺六丁目１８番１号 
熊本県総務部危機管理・防災消防総室 
（電話０９６－３３３－２１１２） 

 
 
 

 登載依頼 
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熊本県病院局告示第４号 
  地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３条の２の規定及び地方公営企業法
施行令（昭和２７年政令第４０３号）第２６条の４の規定により、次のとおり使用料及び
手数料の収納事務を委託することとしたので、告示する。 
    平成２２年５月７日 
                                熊本県病院事業管理者 横 田 堅    
１  委託の内容 
    熊本県病院事業の設置等に関する条例（昭和４１年熊本県条例第４８号）第１０条に 
 規定する使用料及び手数料 
２  委託の相手方 
    株式会社ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台二丁目９番地 
３  委託する日 
  平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで 
４ 契約締結日 
  平成２２年３月１０日 

 
 
熊本県感染症発生動向調査企画委員会公告第１号 
 平成２２年度第１回熊本県感染症発生動向調査企画委員会の会議を、次のとおり開催す
る。 
 なお、当該会議の傍聴手続は、次のとおり。 
    平成２２年５月７日 
                                    熊本県感染症発生動向調査企画委員会 
                          委員長 古 瀬 昭 夫    
１ 開催日時 
  平成２２年５月１９日（水） 
  午後７時から午後９時まで 
２  開催場所 
    熊本市水前寺六丁目１８番１号 
    熊本県庁行政棟新館 ２階多目的ＡＶ会議室 
３ 議題 
   平成２２年４月分の感染症発生動向調査の解析評価について 
４ 傍聴者の定員   
    １０人 
５ 傍聴手続 
  (１) 傍聴希望者は、会議の開催予定時刻までに、当該会議の会場において、委員会の 
   委員長の許可を得た上で、会議の会場に入ることができる。 
  (２) 傍聴の手続は、先着順で行い、定員になり次第終了する。 
６  問い合わせ先  
   熊本県熊本市水前寺六丁目１８番１号 
    熊本県感染症発生動向調査企画委員会事務局（熊本県健康福祉部健康危機管理課） 
   （電話０９６－３３３－２２４０） 
 


